
マイナ保険証利用のご案内 
 

令和５年３月１日より、マイナンバーカードを保険証として利用

できるマイナ受付を開始しました。 
 

（外来患者の方） 

 受診される都度、1 番窓口のカ

ードリーダーでマイナ保険証を認

証した後、窓口で受付してくださ

い。 

（入院患者の方） 

 入院前（退院時に行う場合は会計前）に 1 番窓口のカードリーダ

ーでマイナ保険証を認証してください。また、入院中に歯科外来を

受診される場合は、受診の都度認証手続きをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

当院は診療情報を取得・活用することにより、より質の高い医療の

提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナン

バーカードの保険証（マイナ保険証）の利用にご協力をお願いいた

します。   

○医療情報・システム基盤整備体制充実加算〇 

＜初診の場合＞ 

・ マイナンバー保険証を利用しない場合 6０円×自己負担割合 

・ マイナンバー保険証を利用し、薬剤情報等を取得し活用した場合  

２０円×自己負担割合 

＜再診の場合＞ 

 ・ マイナンバー保険証を利用しない場合 20円×自己負担割合 

・ マイナンバー保険証を利用し、薬剤情報等を取得し活用した場合 加算なし 
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◎マイナンバーカードの利用には IC チップの中の「電子証明書」 

を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー（12 桁 

の数字）を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報 

がマイナンバーと紐付くことはありません。 

 

◎従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。   

 


